
熊本県では「くまもと地産地消推進県民条例」により地産地消を推奨しています。そこで、県民の皆様に県産木材の良

さを実感していただき地産地消への意識を高めていただくために、この事業を行います。県産柱材は最高270本 (上

限)と し、実際に管柱として使用される本数 (柱材以外の場合は、柱材270本相当額以内の数量)を提供します。

①構造材又は、使用する木材のうち県産木材を材積で50%以上

使用すること

②申請者が自ら県内に新築若しくはリフォームする建物であり、居

住を兼ねないもの

③平成28年 3月 18日 (金)までに提供した県産資材の活用を終え

ること

④県が実施する広報用写真撮影や、提供を受けた県産資材を使用

した建物の構造、完成見学会など、展示PRの場として協力する

とともに完成後のアンケートに応じること

平成27年

5月26日～11月30日

3桐 :(募集棟数になり次第受付を終了します)

熊本県木材協会連合会内に設置する

選定委員会において決定します。

※事業所などとは 多くの方が訪れる建物 (病院 診療所 社会福祉施設等)で 、

公共性が高いものに限ります。

熊本県/一般社団法人 熊本県木材協会連合会



●事業所などと|よ …

多くの方が訪れる建物 (病院・診療所・社会福祉施設等)で、公共性が高いものに限ります。

隧蒻蝙鰈塚枚瘍蟷魏躊傷瘤濶囃欲

■||■ |:■■ ■ ■

平成27年 5月 26日～ 11月 30日 3

※募集棟数になり次第受付を終了します。

: 建築確認済証 (写 )

▽

申請書は、熊本県木材協会

連合会の窓□またはホー

ムページにて配布しており

お申込みに必要な書類等 (下記①から⑤をご用意ください)

申請書や木材使用内訳書は、できるだけ簡単にこ記入いただけるようにしております。

用紙は県木連からお送りいたしますのでお気軽にお電話ください。

鍮兆書 ■| ■■■・ ||■ ||‐■ |||‐ 撫儘
‐
醤
‐
簸

‐  ‐‐■|

| ます。           | | |        _ _ __  _‐ ――    ― ―一―――――‐ ――――― ――

※提出されました申請書および添付書類は、返却いたしません。申し込み条件を満たさなくなつた場合は、速やかに報告してください。

申請書等の様式は、県木連ホームページからダウンロードできます !
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● 申込み先 〒862-0954熊 本県熊本市 中央 区神水 1丁目 11番 14号 (熊本県木材会館 内 )

丁EL:096… 382-7919 FAX:096… 382…7893
-般社団法人 熊本県木材協会連合会へ、郵送などにより提出してください。

(郵送の場合は、申込締切日必着となります)

●
菫1詈彙711[合 会内に設置する、選定委到 こおいて決定します。

但し、申請時点で建築確認済証が交付されてない場合は、建築確

認申請書 (写 )を添付し、建築確認後、建築確認済証 (写 )を提出し

てください。建築確認済証 (写 )の提出がない場合は県産木材の提

供はできません。なお、建築確認が不要な地域に建築予定の方は

建築工事届(写 )等を添付してください。

確認摯講時に溶雨寸した平爾図、立磯図、

建築場所までの業釣図


